
射水市公共工事一般競争入札実施要領新旧対照表 

現行 改正案 備考 
 
第1条～第2条  省略 

 

（特定建設工事共同企業体） 

第3条 設計額が3億円以上の土木・建築工事及び1億円以上の建

築付帯工事（電気、管）は、原則として特定建設工事共同企業体

（以下「共同企業体」という。）による一般競争入札とする。 

 

 

 

 

2 前項に掲げる規模に満たない工事であっても、地域の実情等を

勘案し、競争性の確保を図る必要があると認められる場合又は市

内業者の技術力の向上に資すると認められる場合には、共同企業

体方式を活用できるものとする。 

 

第4条  省略 

 

（入札の公告） 

第5条第1項  省略 

2 公告は、行政管理部管財課及びホームページに掲示して行うも

のとする。 

 

第6条～第7条  省略 

 

（入札の方法等） 

第8条第1項～第8条第3項  省略 

4 入札執行者が必要と認めた場合、落札候補者は、一般競争入札

参加資格審査申請書（様式第2号）に当該入札公告で示した書類

を添えて、入札日を含め 2日以内（閉庁日を除く。）に行政管理

部管財課に提出し審査を受けなければならない。 

 

第9条～第10条  省略 
 

 
第1条～第2条  省略 

 

（特定建設工事共同企業体） 

第3条 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の

設計額となる工事は、原則として特定建設工事共同企業体（以下

「共同企業体」という。）による一般競争入札とする。 

(1) 土木一式工事 1億円 

(2) 建築一式工事 1億5,000万円 

(3) 電気工事（建築付帯工事に限る。） 5,000万円 

(4) 管工事（建築付帯工事に限る。） 5,000万円 

2 前項に掲げる規模に満たない工事であっても、地域の実情等を

勘案し、競争性の確保を図る必要があると認められる場合又は市

内業者の技術力の向上に資すると認められる場合には、共同企業

体方式を活用できるものとする。 

 

第4条  省略 

 

（入札の公告） 

第5条第1項  省略 

2 公告は、行政管理部管財契約課及びホームページに掲示して行

うものとする。 

 

第6条～第7条  省略 

 

（入札の方法等） 

第8条第1項～第8条第3項  省略 

4 入札執行者が必要と認めた場合、落札候補者は、一般競争入札

参加資格審査申請書（様式第2号）に当該入札公告で示した書類

を添えて、入札日を含め 2日以内（閉庁日を除く。）に行政管理

部管財契約課に提出し審査を受けなければならない。 

 

第9条～第10条  省略 
 

 



 
様式第1号（第5条関係） 

年  月  日  

射水市長 
 

所在地                  

商号又は名称               

代表者職氏名            ㊞  

担当者氏名                

電話番号                 
 

設計図書配布等申請書 
 
下記のとおり一般競争入札に参加するため、設計図書の有償での配布を申請します。 

 
記 

 
1 入札番号 

2 入札日 

3 工事件名 

4 配置予定技術者 

現 場 代 理 人 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

主任技術者等 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

法令による免許  
 

 
様式第2号（第7条関係） 

年  月  日  

射水市長 
 

所在地                  

商号又は名称               

代表者職氏名            印  

担当者氏名                

電話番号                 
 

一般競争入札参加資格審査申請書 
 
下記工事の落札候補者となったので、入札参加資格の審査を申請します。 

 
記 

 
1 入札番号 

2 工事件名 

3 施工場所 

4 配置予定技術者 

現 場 代 理 人 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

主任技術者等 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

法令による免許  

5 添付書類 

(1) 配置予定技術者の健康保険被保険者証の写し 

(2) その他 

 

 
様式第1号（第6条関係） 

年  月  日  

射水市長 
 

所在地                  

商号又は名称               

代表者職氏名            ㊞  

担当者氏名                

電話番号                 
 

設計図書配布等申請書 
 
下記のとおり一般競争入札に参加するため、設計図書の有償での配布を申請します。 

 
記 

 
1 入札番号 

2 入札日 

3 工事件名 

4 配置予定技術者 

現 場 代 理 人 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

主任技術者等 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

法令による免許  
 

 
様式第2号（第8条関係） 

年  月  日  

射水市長 
 

所在地                  

商号又は名称               

代表者職氏名            印  

担当者氏名                

電話番号                 
 

一般競争入札参加資格審査申請書 
 
下記工事の落札候補者となったので、入札参加資格の審査を申請します。 

 
記 

 
1 入札番号 

2 工事件名 

3 施工場所 

4 配置予定技術者 

現 場 代 理 人 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

主任技術者等 

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  

法令による免許  

5 添付書類 

(1) 配置予定技術者の健康保険被保険者証の写し 

(2) その他 

 



 
様式第3号（第8条関係） 

年  月  日  
 

様 

射水市長           印  
 

一般競争入札不適格通知書 
 
貴社は、  年  月  日の入札において落札候補者となりましたが、入札参加資格審査の結果、

不適格と認めたので通知します。 
 

記 
 
1 入札告示日 

2 入札番号 

3 工事件名 

4 不適格となった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
様式第3号（第9条関係） 

年  月  日  
 

様 

射水市長           印  
 

一般競争入札不適格通知書 
 
貴社は、  年  月  日の入札において落札候補者となりましたが、入札参加資格審査の結果、

不適格と認めたので通知します。 
 

記 
 
1 入札告示日 

2 入札番号 

3 工事件名 

4 不適格となった理由 

 

教示 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内

に、射水市長に対し審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）。 

２ この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して６月以内に、市を被告として（訴訟において射水市を代表する者は射水市長となります。）、

提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内で

あっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


